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内部統制システムの構築に関する基本方針 

 

当社は、平成22年4月1日付にて制定いたしました、会社法第362条および会社法施行規則第100条に規定す

る体制（内部統制システム）の構築に関する基本方針を、平成23年5月30日開催の取締役会において、下記

のとおり見直し、決議いたしました。 

 

 

1.1.1.1.企業倫理と内部統制の基本方針企業倫理と内部統制の基本方針企業倫理と内部統制の基本方針企業倫理と内部統制の基本方針    

・ 当社グループは、情報化社会の基盤を構築する業務を通じて、お客様と社会の発展に貢献することを目指し

ます。そのために、会社の社会性・公共性を深く認識し、コンプライアンスに努めるとともに、高い倫理観を持っ

た良き企業市民の一員として、公正で透明性の高い経営を行います。 

・ 当社グループは、持続的成長により、株主利益および企業価値の最大化を目指します。そのために、業務の

適正性を確保する体制を整備、運用するとともに、その整備運用状況の評価および必要に応じた改善を継続

的に実施し、実効性ある内部統制システムの構築に努めます。 

 

2.2.2.2.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

・ 当社は、毎月定期的に取締役会を開催し、取締役間の円滑な意思疎通を図るとともに、相互に業務執行を監

視し、法令や定款および社内規程の違反を未然に防止します。 

・ 取締役が、他の取締役の法令や定款などに違反する行為を発見した場合は、直ちに監査役および取締役会

に報告します。 

・ 監査役は、取締役の職務執行について、監査役会の定める監査の方針に従い監査を行う他、取締役会に出席

し、会社の決議事項のプロセスおよび内容が、法令および定款などに適合しているか確認します。 

・ 社外取締役は、取締役会に出席し、取締役の職務執行や、会社の決議事項のプロセスおよび内容が、法令お

よび定款などに適合しているか確認します。 

 

3.3.3.3.取締役の職務執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制取締役の職務執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制取締役の職務執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制取締役の職務執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制    

・ 当社は、取締役会規程およびその他関連規程や、情報セキュリティ基本方針および関連する手順書に基づ

き、取締役の職務執行に係る文書・記録その他情報を、その保存媒体に応じて、適切かつ検索および閲覧可

能な状態で、定められた期間、保存・管理します。 

・ 取締役および監査役は、常時これらの文書等を閲覧できるものとします。 

 

4.4.4.4.損失の危険の管理に関する規程その他の体制損失の危険の管理に関する規程その他の体制損失の危険の管理に関する規程その他の体制損失の危険の管理に関する規程その他の体制    

・ 当社は、事業活動全般にわたり生じうるリスクについて、その対策、権限、責任、体制などを定めた経営危機管

理規程に基づき、リスクの未然防止、解消、事故などの再発防止に努めます。 

・ 当社の各部門は、所管業務に付随するリスク管理に必要な体制を構築します。また、内部統制室は、定期的に

実施する内部監査において、その整備運用状況を監査し、組織横断的なリスク状況の監視に努めます。 

 

5.5.5.5.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制    

・ 取締役は、責任と権限に関する基本事項を定めた職務権限規程および職務権限表に基づき、適正かつ効率

的に職務を執行します。 

・ 当社は、重要事項の意思決定において慎重な審議を行うとともに、役員間の円滑な意思疎通を図るために、取

締役会に加え、常勤取締役および執行役員で構成される経営会議を設置しています。取締役会は原則として

毎月１回定時に開催し、法令および定款に定められた重要事項の決定および業務執行状況報告などを行いま

す。また、経営会議は、原則として毎月1回定時に開催し、取締役会決定事項以外の経営の重要な事項につい
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ての決定や審議および業務執行状況報告などを行います。 

・ 当社は、取締役の監督機能の強化と、経営の意思決定の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を導入

しております。執行役員は取締役会で決定した方針に従い、それぞれの担当する部門において業務執行を行

います。 

 

6.6.6.6.従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制    

・ 当社は、法令、規則、ルールの遵守を定めたコンプライアンスマニュアルおよび各種規程を社内WEBに掲載

し、全役職員に継続的な周知徹底を図ります。 

・ 内部統制室は、従業員が法令、定款および社内規程などを遵守して、適正に職務を遂行しているかどうかを内

部監査規程に基づき監査し、その監査結果を取締役及び監査役に報告します。 

・ 当社は、内部通報処理規程に基づき、コンプライアンスの通報窓口を内部統制室に設置し、法令、定款および

社内規程などに疑義のある行為について、従業員が直接連絡できる体制としています。 

 

7.7.7.7.企業集団における業務の適正を確保するための体制企業集団における業務の適正を確保するための体制企業集団における業務の適正を確保するための体制企業集団における業務の適正を確保するための体制    

・ 当社は、関係会社管理規程に基づき、当社を中心としたグループ全体に対する適切な経営管理を行います。 

・ 当社は、子会社の取締役および監査役を当社から派遣することにより、子会社の業務執行の監督若しくは経営

の監視を行います。 

・ 子会社および関連会社の経営についてはその自主性を尊重しつつも、事業内容の定期的な報告を受けるとと

もに、重要案件についての事前協議と適正な助言を行います。 

・ 当社は、グループ全体でコンプライアンス体制を構築するため、グループ会社にもコンプライアンスマニュア

ルを配布し、行動規範の遵守を徹底します。 

 

8.8.8.8.監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項    

・ 監査役会から、その職務を補助すべき従業員を置くことを求められた場合は、取締役会は監査役と協議の上、

内部統制室若しくはその他の部署より、必要と認める人員を、監査役を補助すべき従業員として任命します。 

 

9.9.9.9.上記８．の従業員の取締役からの独立性に関する事項上記８．の従業員の取締役からの独立性に関する事項上記８．の従業員の取締役からの独立性に関する事項上記８．の従業員の取締役からの独立性に関する事項    

・ 監査役の職務の補助のために、監査役会の求めに応じて配置した人員の人事異動、人事評価、懲戒に関して

は、監査役会の事前の同意を得るものとします。 

 

10.10.10.10.取締役及び従業員が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制取締役及び従業員が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制取締役及び従業員が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制取締役及び従業員が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制    

・ 取締役及び従業員は、監査役から求められたときは速やかに業務執行状況を報告します。 

・ 取締役及び従業員は当社および当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事項、および重要な法令

違反、若しくは定款に違反する事項を発見したときは、直ちに監査役に報告します。  

・ 監査役は、取締役会の他、監査上重要と判断した会議に出席するとともに、必要がある場合には、稟議書その

他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、取締役、執行役員及び従業員に必要に応じて説明を求めることが

できます。  

 

11.11.11.11.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制    

・ 監査役はその職務の執行にあたり、他のいかなる者からも制約を受けることなく、取締役の職務執行が法令お

よび定款などに適合しているかどうかについて、独立して自らの意見形成を行う権限を持ちます。 

・ 監査役は、内部統制室、会計監査人、その他必要と認める者と連携して、その監査業務が実効的に行えるよう

にしています。 

以上 

 

平成22年4月1日  制定     

平成23年5月30日 一部改正 


